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基襲ピン
育
児
休
業
給
付
拡
充
と
育
児
時
短！
給
付
の
新
設

子
育
て
支
援
の
環
境
整
備
が
不
可
欠

厚
生
労
働
省
の
労
働
政
策
審
議
会
で
子

育
て
支
援
策
が
相
次
い
で
打
ち
出
さ
れ
ま

し
た
。
１
月
１０
日
の
雇
用
保
険
部
会
の
報

告
で
は
両
親
と
も
に
育
児
休
業
取
得
を
促

進
す
る
た
め
に
、
２
０
２
５
年
度
か
ら
子

の
出
生
後

一
定
期
間
内
に
両
親
が
と
も
に

一
定
期
間
以
上
の
育
休
を
取
得
し
た
場
合

に
、

産
後
パ
パ
育
休
期
間
と
同
じ
２８
日
間

を
限
度
に
体
業
開
始
前
賃
金
の
８０
％
相
当

額
を
支
給
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

具
体
的
に
は
男
性
は
出
生
後
８
週
間
以

内
、

女
性
は
産
後
休
業
後
８
週
間
以
内
に

・４
日
以
上
の
育
児
休
業
を
取
得
す
る
場
合

に
、

２８
日
間
を
限
度
に
休
業
開
始
前
賃
金

の
１３
％
相
当
額
を

「出
生
後
休
業
支
援
給

付
金
」
（仮
称
）
と
し
て
給
付
し
、

既
存

の
育
児
休
業
給
付

（給
付
率
６７
％
）
と
併

せ
て
８０
％
相
当
額
の
給
付
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、

育
児
休
業
給
付
と
は
別
に
、

被

保
険
者
が
２
歳
未
満
の
子
を
養
育
す
る
た

め
に
時
短
勤
務
を
し
て
い
る
場
合
の
新
た

な
給
付
と
し
て
、
２
０
２
５
年
度
か
ら

「育

児
時
短
就
業
給
付
」
（仮
称
）
が
創
設
さ

れ
ま
す
。

給
付
率
は
時
短
勤
務
中
の
各
月

に
支
払
わ
れ
た
賃
金
額
の
１０
％
と
し
、

そ

の
上
で
給
付
額
と
賃
金
額
の
合
計
が
時
短

勤
務
開
始
前
の
賃
金
を
超
え
な
い
よ
う
、

一
定
の
賃
金
額
を
超
え
た
場
合
に
は
給
付

輝
瞬
禁
畿
雫
難

一

科
会
の
報
告
で
は
、

子
が
３
歳
以
降
小
学
一

校
就
学
前
の
時
期
に
お
け
る
新
た
な
支
援
十

策
と
し
て

「
柔
軟
な
働
き
方
を
実
現
す
こ

た
め
の
措
置
」
を
事
業
主
の
義
務
と
す
る
〓

よ
う
提
言
し
て
い
ま
す
。

具
体
的
に
は
子

が
３
歳
～
小
学
校
就
学
前
の
時
期
に
つ
い

て
、

①
始
業
時
刻
な
ど
の
変
更
、

②
月
１０

日
以
上
テ
レ
ワ
ー
ク
等
、

③
短
時
間
勤
務

制
度
、

④
保
育
施
設
運
営
等
、

⑤
新
た
な

休
暇
の
付
与

（年
１０
日
）
―
―
の
５
項
目

を
提
示
。
こ
の
う
ち
の
２
項
目
以
上
を
事

業
主
が
選
択
し
て
整
備
し
、

労
働
者
が
１

項
目
を
選
ん
で
利
用
で
き
る
よ
う
に
し
ま

す
。ま

た
、

子
が
３
歳
に
な
る
ま
で
の
適
切

な
時
期
に
、

制
度
の
説
明
と
利
用
意
向
を

確
認
す
る
た
め
の
面
談
の
実
施
も
義
務
づ

け
ら
れ
ま
す
。

子
育
て
支
援
の
拡
充
に
よ
つ
て
事
業
主

の
負
担
は
増
え
ま
す
が
、

人
手
不
足
下
の

中
で
人
材
の
確
保
と
定
着
を
促
す
た
め
に

も
制
度
を
活
用
し
た
環
境
整
備
に
取
り
組

む
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。



第3回 「65歳定年」で従業員の働く意欲が向上

６。
歳
前

の
１
０
０
％
賃
金
を
保
障

柔

軟

な

働

き
方

が
選

択

可
能

に

厚
生
労
働
省
が
昨
年
１２
月
２２
日
に

公
表
し
た
２
０
２
３
年

「高
年
齢
者

一層
用
状
況
等
報
告
」
に
よ
る
と
、

６５
歳

ま
で
の
雇
用
確
保
措
置
の
内
訳
は
、

定

年
制
の
廃
止
が
３
・
９
％
、

定
年
の
引

上
げ
が
２６
・
９
％
、

継
続
雇
用
制
度
の

導
入
が
６９
・
２
％
。

定
年
の
引
上
げ
が

前
年
比
１
，
４
ポ
イ
ン
ト
増
と
、

年
々

徐
々
に
増
え
て
い
ま
す
。

大
手
セ
ラ
ミ
ッ
ク
ス
メ
ー
カ
ー
は

６５
歳
ま
で
の
再
雇
用
制
度
を
長
く
続
け

て
き
ま
し
た
が
、

再
雇
用
を
選
択
す
る

人
が
８
割
超
に
増
加
。
ま
た
、

６０
歳
か

ら
企
業
年
金
を
受
け
取
る
人
が
多
く
、

再
雇
用
で
給
与
が
半
減
し
、

年
金
を
受

け
取
り
な
が
ら
働
く
人
の
中
に
は

「も

一人
手
不
足
解
消
の
方
策
の

一
つ
と
し
て
高

一

齢
者
雇
用
が
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。　

一
方
、

一

政
府
は
乃
歳
ま
で
の
就
業
を
努
力
義
務
と

一

す
る

「殉
歳
就
業
法
」
を
施
行
し
、

そ
の

一

た
め
の
対
応
も
必
要
で
す
。

近
年
は
定
年
年

一

齢
を
引
き
上
げ
る
企
業
が
徐
々
に
増
え
つ
つ
一

あ
り
ま
す
。

今
回
は
定
年
年
齢
を
６０
歳
か

一

ら
６５
歳
に
引
き
上
げ
た
大
手
セ
ラ
ミ
ッ
ク
ス

一

メ
ー
カ
ー
の
高
齢
者
の
活
用
事
例
を
紹
介

一

し
ま
す
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

う
現
役
じ
ゃ
な
い
か
ら
忙
し
く
働
く
必

要
も
な
い
し
、

難
し
い
仕
事
は
若
い
者

に
任
せ
よ
う
と
、

一唇
の
荷
を
下
ろ
し
た

気
分
に
な
る
人
が
増
え
て
し
ま
う
文
同

社
人
事
担
当
者
）傾
向
に
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
た
め
労
働
力
の
確
保
は
も
ち
ろ

ん
、

培
っ
た
経
験

・
知
識
・
人
脈
、

職

人
技
の
技
術
を
含
め
て
活
躍
し
て
ほ
し

い
と
い
う
思
い
が
あ
り
、

定
年
を
６５
歳

に
引
き
上
げ
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

当
然
、

処
遇
の
改
善
も
必
要
に
な

り
、

非
管
理
職
に
つ
い
て
は
下
げ
る
こ

と
な
く
６０
歳
以
降
の
賃
金
も
６０
歳
以
前

と
同
じ
１
０
０
％
支
給
と
し
ま
し
た
。

人
件
費
が
今
ま
で
以
上
に
増
え
る
こ
と

に
な
り
ま
す
が
、

①
給
与
は
下
げ
な
い

が
、

５０
歳
以
降
の
昇
給
配
分
を
抑
制
、

②
企
業
年
金
の
一
部
を
減
額
、

③
定
年

が
５
年
廷
び
る
こ
と
で
企
業
年
金
資
産

が
そ
の
分
少
な
く
て
す
む
と
い
う
メ

リ
ッ
ト
も
活
用
―
―
と
い
つヽ
３
つ
の
措

置
を
講
じ
て
い
ま
す
ｏ　
一
方
、

管
理
職

層
に
つ
い
て
は
６０
歳
ま
で
２
年
間
、

半

期
ご
と
の
計
４
回
の
人
事
評
価
を
基
準

に
処
遇
を
決
定
。

評
価
が
低
い
人
で
も

６０
歳
以
前
の
給
与
の
７０
％
、

高
い
人
は

１
０
０
％
と
な
り
、

平
均
で
８５
％
に
な

る
よ
う
に
設
計
し
て
い
ま
す
。

６０
歳
以
降
の
働
き
方
に
つ
い
て
は
、

自
身
の
健
康
や
家
族
の
介
護
な
ど
の
事

情
で
フ
ル
タ
イ
ム
勤
務
が
難
し
い
場
合

も
想
定
さ
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
短
時
間

勤
務
や
週
３
日
勤
務
と
い
っ
た
柔
軟
な

勤
務
制
度
も
導
入
。

実
際
に
家
庭
の
事

情
で
１
日
６
時
間
の
短
時
間
勤
務
や

月

・
水

，
金
の
勤
務
の
人
も
い
ま
す
。

６０
歳
以
降
の
具
体
的
な
仕
事
や
役
割
は

５８
歳
か
ら
２
年
間
の
間
に
本
人
と
上
司

の
話
し
合
い
で
決
ま
り
ま
す
。

希
望
す

る
仕
事
の
難
易
度
が
高
け
れ
ば
、

学
習

を
促
し
、

準
備
す
る
よ
う
に
ア
ド
バ
イ

ス
し
ま
す
。

実
際
に
は
自
部
署
の
ア
ド

バ
イ
ザ
リ
ー
、

技
術
部
門
の
部
長
で
あ

れ
ば
技
術
顧
間
で
あ
る
と
か
、

営
業
職

で
あ
れ
ば
担
当
者
と
し
て
顧
客
相
手
の

最
前
線
で
活
躍
し
て
い
る
人
も
い
ま

す
。

６５
歳
定
年
制
度
導
入
後
の
社
員
の

反
応
は
概
ね
好
評
だ
そ
う
で
す
。

同
社
の
人
事
担
当
者
は

「体
力
が

な
い
会
社
も
あ
れ
ば
、

人
員
構
成
上
高

齢
者
が
多
く
、

若
い
新
人
が
採
れ
な
い

と
い
う
入
西社
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

働
く
人
た
ち
に
魅
力
的
な
制
度
と
感
じ

て
も
ら
い
、

が
ん
ば
つ
て
働
き
た
い
と

い
う
気
に
さ
せ
る
こ
と
が
制
度
設
計
の

最
大
の
ポ
イ
ン
ト
。

体
力
的
に
厳
し
く

て
も
そ
れ
な
り
に
工
夫
す
る
余
地
は
あ

る
」
と
言
い
ま
す
。

戦力化と
生産性向上を目指して


